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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第３区分
【発行日】平成28年1月21日(2016.1.21)

【公開番号】特開2014-132717(P2014-132717A)
【公開日】平成26年7月17日(2014.7.17)
【年通号数】公開・登録公報2014-038
【出願番号】特願2013-359(P2013-359)
【国際特許分類】
   Ｈ０３Ｋ  17/08     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/822    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  27/04     (2006.01)
   Ｈ０２Ｈ   3/20     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０３Ｋ   17/08     　　　Ｚ
   Ｈ０１Ｌ   27/04     　　　Ｈ
   Ｈ０２Ｈ    3/20     　　　Ａ

【手続補正書】
【提出日】平成27年11月25日(2015.11.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００５】
　図１０に示す静電気放電保護回路は、半導体集積回路に備えられており、この静電気放
電保護回路には、図示しない直流電源が接続されることにより、それぞれ、電源電圧の電
位ＶＤＤとなる第１の電源ライン１１００－１およびその電位ＶＤＤよりも低い電位ＶＳ
Ｓとなる第２の電源ライン１１００－２が備えられている。第２の電源ライン１１００－
２はフレームグランドＧＮＤに接続されている。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　また、この静電気放電保護回路には、第１の電源ライン１１００－１と第２の電源ライ
ン１１００－２との間に直列に接続された、抵抗１１０１ａおよびキャパシター１１０１
ｂからなる時定数回路１１０１が備えられている。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　さらに、静電気放電保護回路には、第１の電源ライン１１００－１と第２の電源ライン
１１００－２との間に接続された、比較的サイズの大きなＮチャネルトランジスター１１
０２が備えられている。
【手続補正４】
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【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　ＥＳＤイベントは、半導体集積回路を搬送する時などに人体や搬送機器に静電気が帯電
してそれが半導体集積回路内に流れることにより発生する。最初の時点では、第１の電源
ライン１１００－１は、第２の電源ライン１１００－２と等電位にある。ここで、ＥＳＤ
イベントとして、第２の電源ライン１１００－２を基準にして第１の電源ライン１１００
－１に正のＥＳＤサージが印加されるものとする。このＥＳＤサージによる電荷は、抵抗
１１０１ａを経由してキャパシター１１０１ｂに充電される。ここで、抵抗１１０１ａの
抵抗値とキャパシター１１０１ｂの容量値とにより定まる時定数ＲＣの値は十分に大きく
、従ってインバーター１１０３の入力側のノードは、時定数ＲＣに応じた期間‘Ｌ’レベ
ルに維持される。インバーター１１０３の入力側のノードが‘Ｌ’レベルに維持された状
態では、インバーター１１０４，１１０５を経由して、Ｎチャネルトランジスター１１０
２のゲートは‘Ｈ’レベルの状態になる。従って、Ｎチャネルトランジスター１１０２は
オン状態になる。このようにして、Ｎチャネルトランジスター１１０２でサージ電流を逃
がして、第１の電源ライン１１００－１と第２の電源ライン１１００－２との間に高電圧
が印加されることを防止することができる。尚、Ｎチャネルトランジスター１１０２のゲ
ート電位は、ＥＳＤサージとともに低下する。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１６】
　また、図１０に示す静電気放電保護回路は、キャパシター１１０１ｂから電源ライン間
に接続しているＮチャネルトランジスター１１０２までにインバーター３段を介している
。図１１に示す静電気放電保護回路は、キャパシター１２１２からＮチャネルトランジス
ター１２４０まで２段のインバーターを介している。ともにＥＳＤイベントの発生を受け
てからＮチャネルトランジスターがオンするまでに時間がかかるため、内部回路へ電荷が
放電し破壊に至る可能性があるという問題点がある。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５０】
　図１０の静電気放電保護回路において、ＣＲ回路部１１０１は、ハイパスフィルターの
回路構成となっている。すなわち、１１００－１を測定ＧＮＤ、１１００－２を信号入力
、インバーター１１０３の入力部が信号の出力とみなすことができる。よって遮断周波数
は、ｆ（Ｃ，Ｒ）＝１÷（２πＲＣ）で決まってくる。例えば、時定数１ｕｓｅｃ（Ｃ＝
４ｐＦ、Ｒ＝２５０ｋΩ）の設定では、遮断周波数は、ｆ（Ｃ＝４ｐＦ、Ｒ＝２５０ｋΩ
）≒１５９ｋＨｚとなる。すなわち前述の遮断周波数以上の信号が電源ラインに加わった
場合には、インバーター１１０３のゲートへ信号が伝わり、静電気放電保護回路が動作す
る必要条件を満たすこととなる。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５３
【補正方法】変更
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【補正の内容】
【００５３】
　以上より、図１０や、図１１の静電気放電保護回路において、１ｕｓｅｃ程度の時定数
を確保することは、ハイパスフィルターの遮断周波数を１５９ｋＨｚに設定することとな
り、電源立ち上がり時や電源変動時にＥＳＤ保護回路が動作してサージ電流を発生し、ま
た１５９ｋＨｚの成分を含むノイズに対してもＩＣ内部に信号が伝わり誤動作の要因とな
ること意味している。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５８】
　同図に示すように図１の静電気放電保護回路は、静電気放電による電荷を十分に放電し
た後、静電気放電保護回路がオフ状態となり、電圧が上昇に転じている。動作最大電圧２
．５Ｖを超えてはいるものの、ブレークダウン電圧には達していないため、静電気放電に
対して保護できている。
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